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磁
気
探
査
及
び
爆
発
事
故
に
よ
る
被
害
補
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳

51



沖
縄
に
お
け
る
不
発
弾
の
磁
気
探
査
及
び
爆
発
事
故
に
よ
る
被
害
補
償
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
一
月
十
四
日
、
沖
縄
県
糸
満
市
字
小
波
蔵
の
水
道
管
敷
設
工
事
現
場
で
、
沖
縄
戦
で
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

米
国
製
爆
弾
の
爆
発
事
故
が
発
生
し
た
。
こ
の
爆
発
事
故
で
、
二
名
が
重
軽
傷
を
負
い
、
近
く
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
寺

の
窓
ガ
ラ
ス
が
破
損
さ
れ
る
な
ど
、
物
損
被
害
だ
け
で
約
一
億
円
の
損
害
に
及
ぶ
大
惨
事
と
な
っ
た
。

去
る
沖
縄
戦
で
は
、
悲
惨
な
地
上
戦
が
展
開
さ
れ
、
「
鉄
の
暴
風
」
と
も
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
約
二
十
万
ト
ン
の
爆
弾
が
投

下
・
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
約
一
万
ト
ン
が
不
発
弾
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
約
一
万
ト
ン
の
不
発

弾
の
う
ち
、
復
帰
前
か
ら
今
日
ま
で
に
回
収
・
処
理
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
未
だ
に
約
二
千
五
百
ト
ン
の
不
発
弾
が
沖
縄
に
は

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
未
処
理
の
不
発
弾
を
全
て
回
収
・
処
理
す
る
の
に
、
今
後
五
十
年
〜
八
十
年
を
要
す
る
と
も

い
わ
れ
る
。

沖
縄
の
不
発
弾
処
理
は
、
沖
縄
戦
を
引
き
起
こ
し
た
国
の
責
任
で
あ
り
、
事
前
探
査
及
び
処
理
事
業
は
全
額
政
府
の
負
担
に

よ
っ
て
速
や
か
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

今
な
お
、
沖
縄
に
埋
没
・
放
置
さ
れ
る
不
発
弾
の
数
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
数
字
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
政
府

一



は
、
去
る
沖
縄
戦
に
お
い
て
、
日
米
双
方
で
投
下
・
使
用
さ
れ
た
爆
弾
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
か
。
そ
の

う
ち
、
不
発
弾
は
ど
れ
く
ら
い
と
推
測
す
る
か
。
不
発
弾
の
う
ち
、
復
帰
前
ま
で
に
処
理
さ
れ
た
ト
ン
数
、
及
び
復
帰
後
、

二
〇
〇
八
年
十
二
月
末
日
ま
で
に
処
理
さ
れ
た
ト
ン
数
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
全
て
の
不
発
弾
の
回
収
・
処
理
を
終
え
る

ま
で
に
何
年
程
度
を
要
す
る
と
考
え
る
か
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
復
帰
後
、
沖
縄
で
発
生
し
た
不
発
弾
爆
発
事
故
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。
同
事
故
の
発
生
日
時
と
場

所
、
死
傷
者
の
数
、
被
害
額
を
人
身
被
害
、
物
損
被
害
に
分
け
て
明
示
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
の
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

一
九
七
四
年
三
月
二
日
、
那
覇
市
小
禄
の
聖
マ
タ
イ
幼
稚
園
そ
ば
の
工
事
現
場
で
、
四
人
が
死
亡
し
た
不
発
弾
爆
発
事
故

に
関
し
て
、
政
府
が
被
害
者
に
支
払
っ
た
「
見
舞
金
」
の
総
額
と
費
目
の
明
細
、
支
給
の
根
拠
法
令
等
を
明
示
し
た
上
で
、

「
見
舞
金
」
支
給
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

一
月
十
四
日
発
生
の
前
記
不
発
弾
爆
発
事
故
に
よ
る
人
身
・
物
損
被
害
の
補
償
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
速
や
か
に
な
さ

れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
政
府
に
は
、
同
事
故
に
よ
る
人
身
・
物
損
被
害
の
補
償
を
行
う
意
思
が
あ
る
の
か
。
な
け
れ
ば
、

な
ぜ
被
害
補
償
が
で
き
な
い
の
か
理
由
を
明
示
し
た
上
で
、
前
項
三
の
聖
マ
タ
イ
幼
稚
園
そ
ば
に
お
け
る
不
発
弾
爆
発
事
故

二



で
政
府
が
支
払
っ
た
「
見
舞
金
」
と
同
趣
旨
の
「
見
舞
金
」
を
被
害
者
に
支
払
う
意
思
は
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

五

沖
縄
に
お
け
る
不
発
弾
の
回
収
・
処
理
は
、
沖
縄
戦
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
者
負
担
、
及
び
戦
後
処
理
・
復
帰
処
理
と
い

う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
費
用
は
公
共
事
業
、
民
間
事
業
を
問
わ
ず
、
全
額
政
府
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

今
後
、
二
度
と
沖
縄
戦
が
原
因
と
な
る
不
発
弾
爆
発
事
故
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
公
共
・
民
間
事
業
を
問
わ
ず
、

磁
気
探
査
基
準
の
見
直
し
を
含
む
事
前
の
安
全
調
査
を
全
額
政
府
の
負
担
の
下
で
義
務
づ
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

再
発
防
止
、
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
沖
縄
に
お
け
る
不
発
弾
に
係
る
処
理
、
及
び
被
害
補
償
等
の
法
整
備

を
速
や
か
に
行
い
、
制
度
化
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


